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当社では、中期経営計画「MY MutualWayⅡ期」において、「ひと」中心経営を推進し、働きが
いの向上をめざすことを掲げています。人材を大切な資本として捉え、その価値を最大限に引き出
すことで、中長期的な企業価値向上につなげることを、一般的に「人的資本経営」と言いますが、
私は「人的資本」という表現があまり好きではありません。なぜなら、「ひと」には尊厳があり、
何かの手段にしてはならないと考えるからです。私もみなさんも会社のために生まれてきたわけで
も、会社のためだけに生きているわけでもありません。会社が個人を経営の手段と考えているかの
ような印象を与える「人的資本経営」ではなく、明治安田フィロソフィーに共感して一生懸命に働
く従業員一人ひとりの人生に寄り添うという覚悟をこめ、当社では、あえて「ひと」中心経営とし
て推進するとともに、人財こそが最も大切な財産であると考え、「人材」を「人財」と表現してい
ます。
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これまでも、多様な人財一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮し、活き活きと活躍している状態、
ダイバーシティ＆インクルージョン（Ｄ＆Ｉ）をめざしてきましたが、これからは、ダイバーシ
ティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）へ一段進化し、ＤＥ＆Ｉの「Ｅ」である「エクイ
ティ」の視点をより大切にしていきます。
人生には不確実性や困難がつきもの。例えば、育児や介護といった事情を抱えるひと、病気や障が

い等のハンデや個性を抱えるひとが、仕事と向き合っています。
すべての従業員に等しく支援をする「平等」の考え方を一歩先に進め、さまざまな事情・状況に応じ
てそのひとに必要な経験・情報・環境を用意する「公平＝エクイティ」の考え方を基本に置き、その
ひとのそのときに適した活躍機会の提供、働きやすい環境づくりを推進します。
私たちは「生命保険会社の役割を超える」、その決意の表れとして、明治安田生命から明治安田へ、

ブランド通称を変更しました。これは、生命保険会社の従来の役割である、「保障とアフターフォ
ローの提供」を大切にしながら、２「大」プロジェクトの強化を通じてヘルスケア・ＱＯＬの向上と
地域活性化という二つの方向にさらに役割を拡大していくという決意を示しています。
お客さまや社会へ貢献するためには、一人ひとりが役割発揮している状態に向けて、ＤＥ＆Ｉの実

現が大切であることは言うまでもありません。従業員一人ひとりが輝き、一人ひとりが「幸せ」を実
感する。その結果として、お客さま満足度は上がり、会社は成長する。こうした美しい循環を創って
まいりたいと想っております。

明治安田生命保険相互会社 取締役
代表執行役社長グループCEO

永島 英器



明治安田フィロソフィー
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経営理念

明治安田フィロソフィーは、当社の基本的な理念を示すものとして、
経営理念、企業ビジョン、明治安田バリューで構成しています。

確かな安心を、いつまでも
私たちは創業以来、相互扶助の精神のもと、生命保険事業のパイオニアとして、お客さまそして地域社会を支えてきました。
いつの時代も変わることのない「人の想い」が込められている生命保険。
託された一人ひとりの想いに応え、お客さまが健康で安心してくらせるよう、生涯にわたって支え続けることが、私たちの使命です。
「確かな安心を、いつまでも」
私たちは、この言葉を胸に、これからもお客さまを大切にする会社に徹し、いつまでも変わらない安心をお届けします。
あわせて、一人ひとりの健康づくり、地域社会の発展を応援し、相互扶助の輪を広げることを通じ、
持続可能で希望に満ちた豊かな社会づくりに貢献します。

信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社
お客さまとの絆
お客さまに寄り添い、
アフターフォローで
感動を追求する

地域社会との絆
社会から必要とされる

価値を創造し、
地域の発展に貢献する

未来世代との絆
未来の世代を想い、

持続可能で希望に満ちた
豊かな社会づくりに貢献する

働く仲間との絆
挑戦意欲や多様性を尊重し、

働きがいのある職場を
実現する

お客さま志向・倫理観
一．私たちは、お客さまを大切にし、⾼い倫理観のもと行動します。

挑戦・創造
一．私たちは、果敢に挑戦し、新しい価値を創造します。

協働・成長
一．私たちは、働く仲間と互いに助け合い、共に成長します。

当社の存在意義・使命

企業ビジョン
当社が長期的にめざす姿

明治安田バリュー
役員・従業員一人ひとりが
大切にすべき価値観



DE&Iの取組みによるSDGsへの貢献
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社会課題 当社の取組み

健康寿命の延伸
・「みんなの健活プロジェクト」の推進、「健康科学プログラム」の取組みにより、お客さま・従業員の健康を増進
・「女性の健康課題」に対して、本人ならびに上司も含めたリテラシー教育を実施
・「健康経営優良法人ホワイト500」8年連続受賞

地方創生の推進 ・「地元の元気プロジェクト」の推進により、地域の橋渡し役として「社会的なつながり」を提供
・各自治体との包括連携協定を通じ、地域のみなさまの暮らしの充実や地域の課題解決に貢献

DE&Iの推進

・毎年6月開催、「ダイバーシティ・フォーラム」でDE&I推進に向けたトップメッセージを発信
・原則同一労働同一賃金を達成
・2020年度に目標としていた「女性管理職比率30％」を達成し、2024年度に35％を超過
・契約社員のうち原則として希望者全員を正社員に登用、キャリア形成支援を目的とした研修等を実施
・2019年度に定年を65歳まで延長、2021年度には定年後の嘱託再雇用の上限年齢を70歳まで引き上げ
・特例子会社等を含む明治安田グループ全体で、さまざまな障がいを持つ職員を雇用
・ワーク・ライフ・マネジメント・プログラムを通じて「新たな働き方」を推進

人権の尊重

・人権方針の制定、人権デュー・ディリジェンス・啓発活動の推進、企業倫理ホットライン・コンプライアンス
110番・人権110番を設置

・聴覚障がい者向けにTeamsやWordによる字幕の活用等を推進。また障がい者専用窓口の設置や上位職登用機会を
提供

・LGBTQ従業員に向けてライフイベント休暇や社宅の貸与等福利厚生の一部を同性パートナーを配偶者として運用、
専用相談窓口設置、トイレ設置など働きやすい環境を整備

当社は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもと、さまざまな活動を通じて、「お客さま」「地域社会」「働く仲間」との絆を深め、
それを「未来世代」に引き継ぐことで、企業ビジョン「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」の実現をめざしており、これは
「持続可能な社会の実現」を目的としたSDGsの理念とも軌を一にするものであると考えています。 SDGsにおける17のゴール、およびこれらに内
包される169のターゲットから導き出される社会課題のうち、当社の「ステークホルダーへの影響度」「事業との関連性」の観点をふまえ、2024
年度から「優先課題（マテリアリティ）」を「DE&Iの推進」などの８項目に見直し、その解決に貢献する取組みを推進しています。当社は引き
続き、さまざまな活動を通じて、SDGsの達成や社会課題の解決、そしてサステイナブルな社会づくりに貢献していきます。



ダイバーシティ・
エクイティ&

インクルージョン

DE＆Iの推進

めざす姿

全層の意欲ある人財の活躍
「協働・成長」を実践する風土

推進体制
2012年に人事部内に「ダイバーシティ推進室」（現：人財開

発・ダイバーシティ推進室）を設置し、「DE&I」の計画策定
と推進を行なっています。経営トップのコミットメントのもと
体制整備を進め、全所属で「ダイバーシティ推進リーダー」を
任命し、各組織における自律的な推進体制を構築しています。
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「ひと」中心経営
当社は従業員一人ひとりの個性や価値観を尊重することを前

提に、不断の自己変革・自己成長を促したうえで、明治安田
フィロソフィーに共感する人財に長く働いてもらいたいという
想いで、“「ひと」中心経営”を推進しています。

シニアの
活躍推進

相互成長
できる
風土醸成

女性の
活躍推進

障がい者の
活躍支援

両立支援

めざす姿の実現にあたっては、「女性の活躍推進」「シニアの
活躍推進」など、領域ごとに推進しています。



数字で見るDE&Iの進化
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年度 2012 2013 2019 2020 2021 2022 2023 2024 備考
女性役員人数
（社外取締役・執行役員） 1名 1名 2名 2名 2名 3名 3名 4名 4月1日時点

※2023年度
女性役員人数
は7月時点

女性管理職比率（課長相当職以上） 3.8% 8.6% 24.4% 30.1% 33.3% 34.1% 34.9% 35.4%
女性管理職人数（課長相当職以上） 69名 164名 311名 384名 407名 418名 425名 426名
障がい者雇用率 1.90% 2.07% 2.21% 2.28% 2.28% 2.42% 2.44% 2.59%

6月1日時点
障がい者在籍数（換算） 807名 875名 1,004名 1,073名 1,157名 1,214名 1,217名 1,292名

男性育児休職取得率 8.3% 32.0% 98.6% 100% 100% 100% 100% -
当該年度に
取得期限を
迎える職員

■推移
2012 2014   2015   2016   2017  2019   2020   2021  2024

• 契約社員の「正社員化」
• リモート型勤務展開
• 嘱託再雇用の上限年齢引き上げ
• ワーク・ライフ・マネジメント
の推進

•「ダイバーシティ・フォーラム」の開催

• 職種の再編・統合（～2017年）
• 処遇制度の改正（同一職務＝同一賃金）

• 65歳定年制度導入

• イクボス運営

女性役員
（社外取締役・執行役員）

4名2020年4月
女性管理職

30%達成

2020年〜
男性育児休暇
取得率 100%

ダイバーシティ
推進室の設置

• 特例子会社「明治安田ビジネスプラス」設立

• L-NEXT運営（女性管理職の計画的な育成・登用に向けた育成体制の構築）
• ワーク・ライフ・バランスの推進
• 社内ポータルサイト「ＤＥ＆Ｉ推進サイト」の展開
• ダイバーシティ推進リーダーの任命

•人事制度の改正
（年功的要素のある
「実能資格」の廃止）



国内グループ会社における取組み

シニア活躍の取組み
グループ会社によって年齢構成や職種は様々ですが、長年の

経験やスキル・能力をさらに活かして活躍できるよう、グルー
プ会社の状況に応じて、65歳までの定年延長、嘱託再雇用制度
導入等の取組みを進めています。

2022年度より50代のキャリア形成や意欲醸成の支援に向けた
グループ会社横断での研修を実施しており、今後はデジタル化
の進展を踏まえたデジタルスキルアップにかかる研修等を実施
することで、一人ひとりに対してのサポートに取り組んでいき
ます。

女性活躍の取組み
グループ各社から推薦のあった女性職員に対し、「女性管理職

候補者向け研修」を実施しています。また、現中計で女性管理職
数を154人とすることを目標として、上記の研修のほか、グルー
プ各社において女性活躍に向けたキャリア支援を実施する等、女
性管理職の継続的かつ計画的な輩出に向けて取り組んでいます。
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障がい者活躍の取組み
2017年に特例子会社として「明治安田ビジネスプラス」を設

立し「一人ひとりの多様性を尊重する、人に一番やさしい会
社」を掲げ、働く気持ちのある人を応援しています。
また、明治安田グループ全体として障がい者法定雇用率の達

成に取組み、障がいを持つ人と協働に取り組んでいます。

2023年度 2026年度（目標）
女性管理職数 138人 154人
女性管理職占率 24.2％ 27.0％

◆国内グループ会社等（除く特定目的会社、関連法人等）
・明治安田システム・テクノロジー株式会社
・明治安田オフィスパートナーズ株式会社
・明治安田商事株式会社
・明治安田収納ビジネスサービス株式会社

・公益財団法人明治安田厚生事業団
・公益財団法人明治安田こころの健康財団
・公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団
・一般財団法人明治安田健康開発財団

・株式会社明治安田総合研究所
・明治安田保険サービス株式会社
・明治安田ビジネスプラス株式会社

・明治安田損害保険株式会社
・明治安田アセットマネジメント株式会社
・明治安田ビルマネジメント株式会社
・明治安田ライフプランセンター株式会社



外部からの評価
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厚生労働省から、従業員が仕事と子育てを
両立できる環境整備のための行動計画への取
組みと実績が認められ、「プラチナくるみん
認定」を取得

▶プラチナくるみん認定（2015年度）

経済産業省が、「ダイバーシティ経営（多
様な人材を活かし、その能力が最大限発揮で
きる機会を提供することで、イノベーション
を生み出し、価値創造につなげている経営）」
に優れている企業を表彰

▶ダイバーシティ経営企業100選（2014年度）

内閣府男女共同参画局が、女性が活躍でき
る職場環境の整備を推進するため、役員・管
理職への女性の登用に関する方針、取組およ
び実績並びにそれらの情報開示において顕著
な功績があった企業を表彰

▶女性が輝く先進企業表彰
「内閣府特命担当大臣表彰」受賞（2016年度）

ワーク・ライフ・バランスの意識醸成およ
び女性管理職登用に向けた取組みを戦略的に
展開したことが評価され、産業分野における
最⾼位である「大賞」を受賞

▶東京都女性活躍推進大賞（2020年度）

任意団体「work with Pride」が、LGBTQ当事
者が働きやすい職場環境を提供する企業を表彰
2017～2023年認定受賞（7年連続「ゴールド」）

▶ Pride指標

厚生労働省から、人事情報を一元管理した
「タレントマネジメントシステム」の構築や、
社内外のキャリアコンサルタントによる相談
窓口の設置により、いつでも職員がキャリア
形成を考えられる環境構築をしたことが評価
され、「イノベーション賞」を受賞

▶グッドキャリア企業アワード（2022年度）

◆くるみん認定
・明治安田アセットマネジメント
・明治安田システム・テクノロジー
・明治安田オフィスパートナーズ

独立行政法人⾼齢・障害・求職者雇用支援機構と厚生労働省が
障がい者を積極的に多数雇用している事業所、および永年にわた
り障がい者雇用の促進と職業の安定に貢献していると認められた
団体を表彰

▶障害者雇用優良事業所等表彰（2022年度）



数値目標の設定

女性の活躍推進

従業員の約9割が女性であることから女性の活躍が成長のエンジンと考えています。2013年に「2020年女性管理職登用30%」を目標に掲げ、
以来、女性管理職登用に向けた育成体制を整備・拡充。登用目標設定以降、各所属から女性管理職候補者の推薦を促し、全社力を結集して
育成・登用を行なってきた結果、2012年には3.8%であった「女性管理職」について、2024年4月時点では35.4%にまで向上しました。
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目標①

一般事業主行動計画の策定
（計画期間：2024年4月1日〜2027年3月31日）

従来から取り組んできた女性管理職比率
（課長相当職以上）について35％以上
を堅持するとともに、そのうち経営管理
職（部長相当職以上）の女性比率を10％
以上（2027年4月1日時点）とする

2012

3.8%

2013

8.6%

2019

24.4%

2020

30.1%

2021

33.3%

2023

34.1%

2022 2024

女性管理職比率
2024年4月時点
35.4%（426人）

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づき、以下の目標を掲げています。

34.9%
35.4%2024年からは、さらなる女性管理職等の継続的

かつ計画的な輩出に向けて、従来から取り組んで
きた女性管理職登用候補者の育成体制「Ｌ－ＮＥ
ＸＴ」の⾼度化に加え、多様なプロモーション支
援や、さらなる両立支援策の拡充によりキャリア
アップの実現を後押ししています。

目標②

男性の育児休職について、取得率100％を
維持し、子が3歳になるまでに分割・累計
で平均 1ヵ月の取得を遂行する（2026年度
末までに達成）

男性育児休職取得率
2023年度
100%（108人）



女性の活躍推進

L-NEXT（女性管理職等登用候補者育成体制）
女性管理職の継続的かつ計画的な輩出に向けて、各組織の所属長から推薦の

あった女性職員のなかから人事部が選抜し、「L-NEXT」として登録する育成
体制を整備しています。

2021年度からは、従来の管理職登用を目的とした「L-NEXT1」「L-NEXT2」
に加えて、経営管理職等のさらなる上位職登用を目的とした「L-NEXTアド
バンス」を新設。また、「専門コース」を設置し、経営人財と専門人財の双
方での育成に取り組んでいきます。

10

ダイバーシティ・ミーティング

・社外講師による研修
「ありたい姿（ビジョン）」と

「自身の役割（ミッション）」の策定

・パナソニックコネクト、
ヤマト運輸との

異業種3社による研修

・L-NEXTアドバンス
⇒役員とのメンタリングおよび女性
経営管理職とのパネルディスカッ
ションを実施

・L-NEXT1
⇒本社部長とのメンタリングを実施

役員・本社部長とのメンタリング／女性経営管理職とのディスカッション

ビジネススキル研修 異業種研修

契約社員から総合職（地域
型）に移行した職員等を対
象に、キャリア形成支援や
活躍意欲の向上を目的とし
た「ダイバーシティ・ミー
ティング」をエリアごとに
全国で開催しています。

（※１）部長相当職への登用が期待される職員
（※２）グループマネジャー等への登用が期待される職員
（※３）総務・内部管理課長等への登用が期待される職員
（※４）ＦＰコンサルタント等への登用が期待される職員

経営管理職等
登用候補

管理職
(主要職制)
登用候補

女性管理職登用候補者(L-NEXT)育成体制

上位
プロフェッショナル
職制
登用候補

管理職
(一般職制)
登用候補

自己変革・
自己成長の
重点対象層

プロフェッショナル
職制
登用候補

特定分野
登用候補



女性の活躍推進

自己選択制度
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2002年入社。近畿地方の
公法人部で法人営業担当
として活躍。2020年に
キャリア・チャレンジ制
度を活用し、法人サービ
スでユニットリーダーを
務める。2023年4月から
現職。

総合職（地域型）で入社し、近畿地方で法人営業担当
として勤務するなかで、今までの経験を活かしつつも新
たな業務に携わりたいと思い、2020年に「キャリア・
チャレンジ制度」に応募し、法人サービス部に配属とな
りました。本制度の任期は原則3年でしたが、本社ス
タッフとしてステップアップしたいとの思いから2回目
の応募をし、2023年に現所属に着任しました。本制度
を活用したことで、地方では携われない業務にかかわる
ことができ、視野が広がりました。今後の自分のキャリ
アを考えるきっかけになったと感じています。

総合法人業務部 総合法人業務室
辻井咲子 主任スタッフ

本社

2017年入社。北海道・東
北公法人部で法人営業担
当として活躍。2024年4
月、キャリア・チャレン
ジ制度（リモートコー
ス）を活用し、現職。

「キャリア・チャレンジ制度」リモートコースに応募
し、法人事務オペレーション部に配属となりました。地
元仙台で長く働きたいという思いから総合職（地域型）
で入社しましたが、地方には部署が少なく業務範囲が限
られるため、キャリアビジョンに不安を感じていました。
そんな時にリモートコースを知り、もっと幅広い業務に
挑戦してみたいと応募しました。慣れない働き方に戸惑
いもありましたが、Teams等の機能を活用しながら楽し
く業務ができています。リモートコースは、どこにいて
も挑戦の機会を得られる素敵な制度だと思います。

法人事務オペレーション部 法人フロントサービスＧ

大友真優 主任スタッフ

本社

一人ひとりの自己実現
およびキャリア開発支援
を目的に、職員が希望職
務を自分自身で選択でき
る「キャリア・チャレン
ジ制度」を実施していま
す。

総合職（地域型）およびグ
ループ会社社員を対象に、め
ざす職務に関連する組織にお
いて、異動を伴わずに短期間
の業務体験ができる公募型研
修を実施しています。
（2023年度は東京・大阪の49所
属で計300名を受け入れ）

■キャリア・チャレンジ制度 ■社内短期留学

2021年4月から
総合職（地域型）、総合職（シニア型）
を対象に、地方在住のまま東京
本社の仕事ができる
リモートコースを展開

リモートコース

社内短期留学の様子
（お客さま志向統括部）



明治安田生命

グループ会社

シニアの活躍推進
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1989年入社。
営業所長職や
本社業務経験
を経て、2020
年に滋賀支社
お客さま志向
推進室長に着
任。2024年よ
り現職。

もともと内部管理等に関心があり自己啓発に取り
組んでいたこともあって、今回「キャリア・チャレ
ンジ制度」を活用して現職に就きました。
シニア世代となり、自身のセカンドキャリアに向

き合った時に、これまでの職歴や経験を活かしなが
らも、次のステージへの新たな挑戦というモチベー
ションを持てたことがきっかけとなりました。「基
本の維持と不断の進化」という言葉を胸に新たな職
務に従事しつつ、現在ＣＩＡ（公認内部監査人）資
格の取得に向けてチャレンジ中です！

監査部
泊和弘 審議役

人事制度改正
2019年4月に職員の定年を65歳まで延長、

2021年4月には定年後の嘱託再雇用の上限年齢を
70歳まで引き上げました。また、2022年4月か
らは総合職（シニア型）について、全国コース
を新設し、2024年4月から総合職（シニア型）
の処遇を引き上げました。今後定年の70歳延
長に向け検討しており、シニア層の「より幅広
い」活躍を後押ししていきます。

支援体制の整備
定年延長等による活躍期間の

長期化をみすえ、役割発揮に向
けた挑戦意欲の醸成、動機づけ
を目的に、マインドセットや基
礎スキルの修得、健康増進や両
立に向けた支援体制を整備して
います。

シニアの活躍
今後の職員数の減少やさらなる

⾼齢化をふまえ、意欲あるシニア
層については継続的に管理職への
積極的な登用を行なっています。

長男に知的障害があり、将来福祉に関連する業
務に就きたいと漠然と考えていました。通達で
「キャリア・チャレンジ制度」の「シニアコー
ス」を知り、そのなかで子どもの発達障害などの
支援を手掛けている当財団の社会貢献に関心を持
ち、今回の応募となりました。
ヤングケアラーや発達に特性を持つ子どもさんへ
の対応などの情報提供を自治体・学校と連携をし
たり、メンタルヘルスについて明治安田生命や地
元企業での協働に取り組んでいます。今後、社内
外問わず、関わったみなさんから感謝をしていた
だけるような活動をしていきたいと思っていま
す。

明治安田こころの健康財団
中井和哉 研修・調査事業部 次長

1988年入社。
営業所長職や支
社スタッフ、み
ずほ銀行への出
向等金融代理店
業務を経て、
2021年に岩手南
支社営業支援担
当に着任。2024
年より現職。

2019 2020 2021 2022 2023 2024

210人 240人 284人 335人 360人
400

200

0
(人)

（55歳以上）

385人



職員登用者

障がい者の活躍支援
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障がいへの配慮
聴覚障がいのある方には会話をリアルタイムで文字変換する

TeamsやWordの文字起こし機能の活用、上肢障がいのある方に
は電話ハンズフリーの配備、視覚障がいのある方には拡大モニ
ターの提供等、障がいに応じたサポートを行なっています。

障がい者の雇用状況
だれもが、いきいきと活躍できる職場の実現をめざし、障がい者

雇用に積極的に取り組んでいます。当社（特例子会社含む）では
1,292人を雇用し、雇用率は2.59%を確保しています。
また、障がいへの配慮等の風土醸成や職場環境の整備には持続的

に取り組んでおり、意識調査結果による満足度でも80%後半の⾼い
水準を確保しています。
今後もさらに、障がいの有無に関わらず、意欲ある人財の活躍の

後押しを行なっていきます。

人事運用の見直し
2022年4月以降、障がい

者の「働きがい」と「働
きやすさ」を実現する環
境整備をめざし、さらな
る活躍支援を目的に処遇
および運用を順次見直し
ています。

東京第一マーケット開発部
中里裕也（聴覚障がい）

2.20% 2.21%
2.28% 2.28%

2.42%
2.44%

2.59%

2.00%

2.20%

2.40%

2.60%

2.80%

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

障がい者雇用率 2023年度意識調査結果
（肯定的回答）

障がいへの配慮 87%

コミュニケーション 86%

仕事のやりがい 87%

2012年に事務嘱託として入社し、2018年にエ
キスパート登用、そして2024年4月に総合職
（地域型）に登用となりました。入社から現在
まで、新卒の法人総合営業職（地域型）の採用
に幅広く携わっています。一緒に働いてきた仲
間の幅広い業務を従事している姿を見て、自身
ももっと幅広い業務に取り組み、可能性を拡げ
てみたいと考え、総合職登用試験に2回チャレン
ジいたしました。ひとりの力ではなくみなさん
から支えてもらったからこそ、頑張ることがで
きました。今後も引き続き頑張っていきたいで
す。



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

300

200

0
(人)

100

サブリーダー

障がい者の活躍支援（明治安田ビジネスプラス）
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2017年に特例子会社「明治安田生命ビジネスプラス」を設立し、多様な障がいを持つ
人財の雇用をよりいっそう推進しています。
創業以降、毎年雇用を拡大しており、2024年度では約250名の障がいを持つ人財が活

躍しています。
定着支援態勢として、指導者であるトレーナーの他、専任スタッフ（有資格者）や臨

床心理士等の多面的なサポートによる、複層的なセーフティネット体制を整備してお
り、入社1年後の定着率は96％（2023年度末）と⾼い水準を確保しています。

特例子会社の雇用状況

業務内容

マイクロフィルムに印字された情報をスキャンして
電子データ化するチームに所属しております。21名の
チームのサブリーダーとして管理者の補佐や同僚の
フォロー等、チーム運営に携わっています。入社の
きっかけは「人に一番やさしい会社」というフレーズ
に惹かれ、業務体験会へ参加したことでした。相談や
提案がしやすく安心できる雰囲気のなかで、チームの
仲間と協力して工夫改善しながら業務に取り組み、成
果が表れた時にやりがいを感じます。今後は、自分の
仕事の質を⾼め、組織の目標達成に貢献する働きがで
きるよう頑張りたいと思います。

明治安田ビジネスプラス
坂巻裕介 （精神障害者保健福祉手帳所持）

ビジネスサポート事業
データ入力業務
スキャニング業務

お客さまサポート事業 お客さまサポート業務

福利厚生関連事業 社内物販業務

オフィスサポート事業
オフィスバックアップ業務

名刺印刷業務

多様な特性を持った障がい者メンバーが、さまざまな分野で活躍しています。

43人
74人

101人
141人

180人
217人

248人
障がい者在籍数



風土醸成
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ダイバーシティ・フォーラム（セミナー）

各組織におけるダイバーシティ・マネジメントの自立展開を促し、多様な人財の
活躍推進に向けた管理職の意識改革と、効率的な働き方の実現に向けた職場での風
土醸成等を目的として、2014年度から「ダイバーシティ・フォーラム」を開催し
ています。各組織の管理職およびダイバーシティ推進リーダー、グループ会社社
長、総務部長等を対象に、トップメッセージを発信、ＤＥ＆Ｉの課題解決策を討議
する場として毎年開催しています。
※2020年度・2021年度は「ダイバーシティ・セミナー」としてオンラインで開催

ＤＥ＆Ｉ推進サイト
各組織におけるＤＥ＆Ｉの推進に向けた取組事例、社内で活躍する職員の紹介の

ほか、ワーク・ライフ・マネジメント推進に向けた取組事例等を掲載した専用サイ
トを展開し、定期的に全従業員向けに発信しています。

ワーク・ライフ・マネジメントの推進ダイバーシティ・アワード
多様な人財の活躍や職場風土醸成に資する取組みの共有を通じ、一人ひと

りが前向きな行動意欲・活力をもって仕事に取り組める職場づくりの促進を
目的に、「ダイバーシティ・アワード」を実施しています。
各組織のダイバーシティ推進リーダーおよび国内グループ会社総務部長等

が自組織の取組みを報告し、特に優れた取組みについては、翌年度開催の
「ダイバーシティ・フォーラム」にて表彰しています。

「仕事」と「生活」双方を充実させ、その好循環を重視する働き方によって
生産性向上をめざす「ワーク・ライフ・マネジメント」に取り組んでいます。



「ワーク・ライフ・マネジメント」の推進に向けた環境整備や両立支援策の拡充に取り組んでいます。
2022年度からは「育児」「介護」「治療」「女性の健康課題」の4カテゴリーで支援策を展開しています。

両立支援
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育児 介護 治療 女性の健康課題

「ワーク・ライフ・マネジメント・ハンドブック」の刊行

「復職応援セミナー」
「復職後面談」の実施

「仕事と介護の両立セミナー」
の実施

育児休職から復職(予定)の女性従
業員を対象にセミナーを開催、上
司との面談機会を提供しています

介護に直面した際の対応等につい
てのセミナーや、両立経験者によ
る体験談の共有を実施しています

治療経験者ネットワーク
「Peer Support Bond※」の設立

※同じ共通項と対等性をもつ人同士
（ピア）が支え合うつながり・絆

仕事との両立にかかわる基本的な情報等
を集約した「ワーク・ライフ・マネジメン
ト・ハンドブック」を発行、別冊版として
本人向けの「両立実践編」と、上司・同僚
向けの「サポート編」を作成しています

管理職向け
ヘルスリテラシー研修の実施

重度疾病治療と仕事の両立経験者
による交流会を実施しています

月経、不妊、更年期などの女性特
有の疾病に関するヘルスリテラ
シーの向上と理解促進を目的に実
施しています

「ワーク・ライフ・マネジメント講座」の実施
ワーク・ライフ・マネジメントの実現に向けた職場風土の醸成を後押しすることを目的に、本人向け、上司・同僚向けの講座を実施しています

両立モデルの紹介 女性がん検診・HPVワクチン接種
費用補助

相談窓口の運営



両立支援
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介護との両立

2012年、会社から帰宅した際に、母が意識不
明で倒れているところを発見し、救急搬送しICU
へ入院となりました。3年に及ぶ入院生活を経て、
現在は特別養護老人ホームに入居しています。母
が倒れた当時、上司に退職の相談をしたところ、
介護休職制度を教えていただき、1年間休職。復
職後は、病院に近い船橋支社に配属となり、会社
帰りに病院に通いました。現在は、施設へ入居で
きたため、仕事に専念できていますが、緊急の連
絡が入った場合は、介護休暇で対応し駆け付けて
います。上司や同僚も「早く行きなさい」と声を
掛けてくれ感謝しています。突然介護生活が始ま
り、仕事のことまで考えられないというのが正直
な気持ちでしたが、介護休職制度を利用して復帰
できたからこそ、介護前と変わらない日常を送れ
ています。介護に直面した時には、ぜひ気兼ねな
く会社の諸制度を利用して介護に専念し、落ち着
いたときに改めて仕事を頑張れば良いと伝えたい
と思っています。

千住支社
大井裕美教育・育成課長

育児との両立

私には3人の娘がいます。長女・次女の育休明けは
実家の助けがあったため、発熱時の対応・参観等は両
親に任せっきりでした。むしろ、「仕事は休めない」
という焦りがあり、子供にも両親にも負担をかけてい
たと思います。三女の育休明けと同時にIターン制度
を使って夫の勤務先である新潟に転勤しました。本当
の仕事と家庭の両立は新潟に来てからです。病児保育
や近所の方との交流、自治会の方との情報交換など、
地域の繋がり、サービスが助けてくれています。もち
ろん、会社の仲間・上司にも理解・助けをいただいて
います。「子どもが熱で会社を休みます」この電話が
いかにドキドキするか…！「大丈夫か？無理しない
で」と言ってくれる上司のありがたさ。“仲間・上司
の支えがあって仕事ができている”このことを忘れず
に仕事で返せるよう日々奮闘しています。「親の力を
借りて」ではなく、「家族で支え合う」。そして、あ
とに続く方々には「大丈夫だよ、安心して」とたくさ
んの支えがあることを伝えられたらと思っています。

新潟支社
斉藤景子教育・育成課長

・2012年第一子出産
・2014年第二子出産
・2016年第三子出産

2006年入社。東京本部、業務部等
を経て、Iターン制度を利用し新潟
支社で勤務。2023年から現職。

1989年入社。千住支社 営業所事務
として入社後、営業所長職等を経て、
2012年に「お客さまの声」統括部
に着任。1年間の介護休職から復職
後、船橋支社、成田支社を経て、
2022年から現職。

育児との両立（男性育休）

第二子についての1回目の育休は、出産直後の妻の
メンタルケアのため生後1ヵ月以内に5営業日取得し、
2回目の育休は、妻と子が里帰り出産から帰京した直
後に10営業日取得しました。事前にグループメン
バーへのタスクの共有や引継ぎを行なうこととあわせ
て、周りにできるだけ負担をかけないよう、育休前の
前倒し事項や育休後に対応すべき事項等、自分にでき
ることを明確化するようにしました。また、上司が主
導して育休取得を推進してくださったため、グループ
内の協力体制や育休取得に対する寛容な雰囲気が醸成
されていました。2回の育休により出産直後の妻を
フォローすることができ、育休を勧めていただいた上
司と業務をサポートいただいた周りの方々には大変感
謝しています。事前準備や周りの方の協力があれば、
長期育休取得も可能であることを多くの方に知ってい
ただき、もし育休期間について悩まれている方がいれ
ば、業務よりも妻と子のフォローを優先し検討してい
ただければと思います。

情報システム部
システム開発推進室

山川晃弘主席スタッフ

・2019年第一子誕生
（8日取得）
・2022年第二子誕生
（①5日＋②12日の計17日取得）

2010年入社。名古屋総合法人部、
法人営業企画部等を経て、2024年
から現職。



ワーク・ライフ・マネジメント関連制度

「結婚」、「親の介護」、「親・配偶者の転居」等により転居が必要となる場
合も、勤務地を変更して仕事を続けられます

「海外赴任・留学する配偶者等への帯同」の際に最長5年取得できます
（「教育機関での就学等」の際にも最長3年取得できます）

結婚

勤務地変更取扱（Iターン）※総合職（地域型）対象

マルチステージ休職

18

妊娠中および出産後1年以内に、保健指
導または健康診査を受けるため、取得
できます（妊産婦通院休暇日数は、妊
娠週数ごとに限度日数有）

育児のため、子どもが満2歳になるま
で取得できます（一定の条件を満たす
場合満3歳まで）

産前産後を通算して最大16週間の休
暇を取得できます

妊娠中および出産後1年以内に、医師
等から勤務時間等に関する指導を受け
た場合、始業・終業時刻を繰り下げて
勤務することができます

積立年休（前年度以前から繰り越した
年休）を利用して、不妊治療を含む傷
病の治療を目的とした休暇を取得する
ことができます

妊娠・出産／育児

妊産婦通院休暇 育児休職

産前産後休暇

産前産後の時差通勤等

治療サポート休暇

育児のための時間を、子どもが満1歳に
なるまで取得できます

子どもの検診、予防接種、学校行事への
参加等に対応するために取得できます
（小学校3年生まで）

育児休職から復職の場合、年休が5日上
乗せ付与されます

小学校1年生までの子の育児のために、
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、所
定労働時間の短縮等ができます

子どもの負傷・疾病時に子どもの世話を
するために取得できます（小学校3年生
まで）

保育所等を利用した月ごとに支給されま
す（3歳まで）

復職・子育て

育児時間

キッズサポート休暇

復職時の年休上乗せ付与

育児のための
労働時間等の柔軟化

子の看護のための休暇

保育料補助支給制度

要介護・要支援状態にある家族の介護ま
たは傷病看護が必要な状態にある家族の
看護のために休職できる制度です

要介護・要支援状態にある家族の通院
の付添い等のために取得できます

家族の介護または傷病看護のために、始
業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、所定
労働時間の短縮ができます

家族の介護や自身の疾病治療のために、
あらかじめ固定した曜日を休暇日とし、
週４日勤務とすることができます

家族の介護

介護休職

家族の介護のための休暇

介護のための
労働時間等の柔軟化

介護・疾病治療のための
選択的週休３日制

2024年度新設



グローバル人財・ LGBTQの理解促進

グローバル
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LGBTQ

従業員向けの取組み
・社宅貸与の対象者に、同性パートナーおよびその子
・入寮を非希望者に、代用社宅の利用
・結婚、出産、入学祝金
（「パートナーシップ証明書」等を取得した場合等）
・慶事休暇
・育児休職

お客さまへの対応
・「パートナーシップ証明書」の提出により、成立前
確認等を省略して同性パートナーを受取人に指定可能

LGBTQに対して正しい理解を持ち行動できるよう、
教材提供を実施しているほか、「LGBTQ相談窓口」を
設置して個別相談に応じる体制を整備しています。
また、LGBTQの理解者・支援者であるAlly（アラ

イ）を増やし、LGBTQ当事者が働きやすく働きがいが
あると感じる職場づくりに向け、「アライ・ステッ
カー」を配布する取組みを実施しています。
また、LGBTQへの社

会の理解を促進するイ
ベント「レインボープ
ライド」にも参加して
います※。

当社は、北米・欧州・アジアの保険会社に出資するなどグローバルに保険事業を展開し
ています。また、当社職員も、グローバル化が進展するなかで外国人と接する機会が多く
なっています。そのような環境もふまえ、当社では、「海外駐在」、「海外留学」、

「海外トレーニー」、「グローバル研修」等を通じて、グローバルマインドを養うととも
に、世界共通のグループメッセージ ”Creating peace of mind, together” のもと、海外子会
社等も含めたグループ一体運営に取り組んでいます。

グローバル研修

・海外保険事業および関連分野を対象とした、グローバル社会での業務遂行に必要
なリーダーシップ等のスキルの実践的な習得をめざす研修を実施
・外国人も含めた国際経験豊富な社外講師のもと、英語力向上だけにとどまらず、
文化や思想などが異なるなかで円滑に意思疎通をはかるための心構えなどといった
グローバルマインドを醸成
・2023年度は、実際に海外でビジネス経験を積む場として、現地で調査業務を行な
う研修を新設し、将来グローバルに活躍するための人財育成プログラムを強化

※東京レインボープライドに参加



「MY Mutual Way 2030」では、10年後にめざす姿「『ひとに健康を、まちに元気
を』最も身近なリーディング生保へ」の実現に向け「人事マネジメント改革」では多
様な人財一人ひとりが、その持てる能力を最大限に発揮し、成長・活躍できるよう
「長期的な視点にたった人財育成」、「一人ひとりの意欲や適性に基づく成長・活躍
の後押し」とその体制整備に取り組んでいます。
当社は生命本体で約１万人、グループ全体で約5万の従業員が働いており、この多

様な従業員一人ひとりは価値観も、意見も異なります。しかし一人ひとりが共通の羅
針盤である「明治安田フィロソフィー」を体現し、自分ごと化していくことでチーム
明治安田の結集力が発揮できるものと考えています。
急激な社会、経済環境の変化に対して、今までと同じでは成長はありません。当社
は頑張る人を応援し、その頑張りに報いていきます。頑張った結果、たとえ失敗して
も行動の分だけ前進することができます。その前進の積み重ねこそが「チャレンジ」
であり、自己変革、自己成長に結び付くものと考えています。今後も当社が持続的に
成長するためには、新たな価値創造が必要であり、多様な価値観を受容し、新しい価
値を創造していく「ダイバーシティ&インクルージョン」こそ、明治安田生命グルー
プ全体の牽引力になると考えています。チーム明治安田の一員として、ともに富士山
の頂をめざす挑戦をしていきましょう。

役員メッセージ
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当社は、相互会社という会社形態をとり、短期的な利益ではなく、中
長期的にお客さまに利益を還元することを前提とした経営に取り組んで
います。そのため、雇用にも長期的な視点が必要と考え、メンバーシッ
プ型雇用を基本とし、従業員の人生に寄り添いながら、時間をかけて社
内で人財を育成しています。このスタンスにこだわっているからこそ、
あえて「人的資本経営」ではなく、「『ひと』中心経営」と掲げて推進
しています。
「『ひと』中心経営」の実施事項のひとつとして、当社は、2024年4

月に職員人事制度を大きく改正しました。 最大のポイントは、年功
的要素が強く、人財登用の制約となっていた「課長級」や「係長
級」などの実能資格を廃止したことです。これにより、性別や、年
次、入社コース等に捉われず、意欲や役割発揮次第で、「誰でも、
いつからでもチャンスのある会社」となることをめざしています。
その実現に向けて、シニア層の従業員のさらなる活躍を後押しする
ため、リスキリングや健康増進等をサポートするための制度設計や
機会の拡充に取り組むとともに、 2027年４月から、一人ひとりの状
況に応じてさまざまな働き方が選択できる「70歳定年制」の導入を
検討しています。
当社の成長は、従業員一人ひとりの成長なくしては成し遂げられ

ません。従業員がやりがいを持って、長く活躍できる環境づくりの
ために、明治安田グループ全体でＤＥ＆Ｉを推進してまいります。

「誰でも、いつからでもチャンス
のある会社」をめざしています

常務執行役 浅野芳一 常務執行役員人事部長 片山圭子

ワークとライフの両面から
一人ひとりのキャリア形成を

応援します

ダイバーシティ、「多様性」と言えば、年齢・性別等の属性の違いだけ
ではありません。社会情勢によって変化する、価値観、働き方やキャリア
に対する考え方、コミュニケーションの取り方等の違いもすべてダイバー
シティであり、「尊重すべき一人ひとりの個性」と捉える時代です。
当社は、「『ひと』中心経営」において、「誰でも、いつからでもチャ

ンスのある会社」であるべく、一人ひとりが思い描くキャリアを実現でき
るようサポートする制度を整えています。
キャリア形成とは、役職のステップアップに加えて生活面の充実も含ん

でいます。誰一人として仕事のために生活を犠牲にしてほしくなく、生活
のために 仕事をあきらめてほしくありません。そして、長い会社人生に
おいて、自身のライフサイクルの変化により、仕事と家庭との優先度が移
り変わっていくのは当然で、誰しもが起こりうることです。
私自身も二人の子どもを育てながら、さまざまな仕事に挑戦をしてきま

した。介護や育児、病気療養、健康課題等を抱えながらでも、みなさんが
ワークとライフの両方を充実させ、その好循環により、働きがいの向上に
つながる、「人に一番やさしい会社」を当社はめざします。
そして、この好循環は一人ひとりの自己成長、活躍意欲の醸成へとつな

がり、結果的に明治安田グループ全体の成長とお客さまの信頼向上に結び
付くものと考えています。多様な人財一人ひとりが、自分らしくいきいき
と活躍できるよう、公平な機会を提供するとともに、互いを尊重し支えあ
う風土の醸成に引き続き取り組んでまいります。



人事部 人財開発・ダイバーシティ推進室
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